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十
五

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
投
資
家
に
準
ず
る
者
）

（
特
定
投
資
家
に
準
ず
る
者
）

第
十
六
条
の
三

法
第
二
十
九
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
六
条
の
三

法
第
二
十
九
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
保
有
す
る

一

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
保
有
す
る

資
産
（
第
六
十
二
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

資
産
（
第
六
十
二
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る
と
見
込
ま
れ

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る
と
見
込
ま
れ

る
存
続
厚
生
年
金
基
金
（
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の

る
厚
生
年
金
基
金
（
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号

た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

）
第
百
三
十
六
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
年
金
給
付
等
積
立
金
の
管
理
及

律
第
六
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
八
号
に

び
運
用
の
体
制
が
整
備
さ
れ
、
か
つ
、
同
法
第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定

お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条

に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
企
業
年
金
基
金

第
十
一
号
に
規
定
す
る
存
続
厚
生
年
金
基
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
平

成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
て
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
二
十
五
年
厚
生

年
金
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第

二
十
八
号
に
お
い
て
「
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十

六
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
年
金
給
付
等
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
体

制
が
整
備
さ
れ
、
か
つ
、
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
前
厚
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生
年
金
保
険
法
第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
及
び
企
業
年
金
基
金

二

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
（
存
続
厚
生
年
金
基
金

二

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
（
厚
生
年
金
基
金
及
び

及
び
企
業
年
金
基
金
を
除
き
、
ロ
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
業
務
執

企
業
年
金
基
金
を
除
き
、
ロ
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
業
務
執
行
組

行
組
合
員
等
（
組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た

合
員
等
（
組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
組
合

組
合
員
、
匿
名
組
合
契
約
を
締
結
し
た
営
業
者
又
は
有
限
責
任
事
業
組
合
契

員
、
匿
名
組
合
契
約
を
締
結
し
た
営
業
者
又
は
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
を

約
を
締
結
し
て
組
合
の
重
要
な
業
務
の
執
行
の
決
定
に
関
与
し
、
か
つ
、
当

締
結
し
て
組
合
の
重
要
な
業
務
の
執
行
の
決
定
に
関
与
し
、
か
つ
、
当
該
業

該
業
務
を
自
ら
執
行
す
る
組
合
員
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て

務
を
自
ら
執
行
す
る
組
合
員
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
取
引

取
引
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
百
二
十
三
条

法
第
四
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は

第
百
二
十
三
条

法
第
四
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は

、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

一
～
二
十
七

（
略
）

一
～
二
十
七

（
略
）

二
十
八

平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

二
十
八

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
百
三
十

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
資
一
任
契
約
を
締
結
し
、
当
該
投
資
一
任

百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
資
一
任
契
約
を
締
結
し
、
当
該
投

契
約
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
給
付
等
積
立
金
の
運
用
（

資
一
任
契
約
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
給
付
等
積
立
金
の

以
下
こ
の
号
及
び
第
百
三
十
条
第
一
項
第
十
四
号
に
お
い
て
「
積
立
金
の
運

運
用
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
百
三
十
条
第
一
項
第
十
四
号
に
お
い
て
「
積
立

用
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
投
資
一
任
契
約
の
相
手
方

金
の
運
用
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
投
資
一
任
契
約
の

で
あ
る
厚
生
年
金
基
金
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
か
ら
同
法
第
百
三
十
六
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相
手
方
で
あ
る
存
続
厚
生
年
金
基
金
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
か
ら
平
成

条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
示
さ
れ
た
と
き
に

二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

、
当
該
厚
生
年
金
基
金
に
対
し
て
、
そ
の
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
当
該

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
六
条

積
立
金
の
運
用
を
行
う
こ
と
に
よ
る
利
益
の
見
込
み
及
び
損
失
の
可
能
性
に

の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
示
さ
れ
た
と
き
に
、

つ
い
て
、
当
該
厚
生
年
金
基
金
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
投
資
一

当
該
存
続
厚
生
年
金
基
金
に
対
し
て
、
そ
の
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
当

任
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
に
説
明
を
行
う
た
め
の
十
分
な

該
積
立
金
の
運
用
を
行
う
こ
と
に
よ
る
利
益
の
見
込
み
及
び
損
失
の
可
能
性

体
制
を
整
備
し
て
い
な
い
状
況

に
つ
い
て
、
当
該
存
続
厚
生
年
金
基
金
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び

投
資
一
任
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
に
説
明
を
行
う
た
め
の

十
分
な
体
制
を
整
備
し
て
い
な
い
状
況

二
十
九

（
略
）

二
十
九

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
投
資
運
用
業
に
関
す
る
禁
止
行
為
）

（
投
資
運
用
業
に
関
す
る
禁
止
行
為
）

第
百
三
十
条

法
第
四
十
二
条
の
二
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行

第
百
三
十
条

法
第
四
十
二
条
の
二
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行

為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

存
続
厚
生
年
金
基
金
が
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保

十
二

厚
生
年
金
基
金
が
厚
生
年
金
基
金
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
二

の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経

十
四
号
）
第
三
十
九
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
七
十
四
号
。
次
号
に
お
い

こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
厚
生
年
金
基
金
に
対
し
、
そ
の
旨
を

て
「
平
成
二
十
六
年
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定

通
知
し
な
い
こ
と
。

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性

及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
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七
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
厚
生
年
金
基
金
令
（
昭
和
四

十
一
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。
次
号
に
お
い
て
「
廃
止
前
厚
生
年
金
基
金

令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
存
続
厚
生
年
金
基
金
に
対
し

、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
い
こ
と
。

十
三

存
続
厚
生
年
金
基
金
か
ら
、
平
成
二
十
六
年
経
過
措
置
政
令
第
三
条
第

十
三

厚
生
年
金
基
金
か
ら
、
厚
生
年
金
基
金
令
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に

二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
廃
止
前
厚
生

違
反
し
、
運
用
財
産
の
運
用
と
し
て
特
定
の
金
融
商
品
を
取
得
さ
せ
る
こ
と

年
金
基
金
令
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
、
運
用
財
産
の
運
用
と
し

そ
の
他
の
特
定
の
取
引
に
関
す
る
指
図
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に

て
特
定
の
金
融
商
品
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
定
の
取
引
に
関
す
る

応
じ
る
こ
と
。

指
図
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
。

十
四

積
立
金
の
運
用
に
関
し
て
、
存
続
厚
生
年
金
基
金
に
対
し
、
不
確
実
な

十
四

積
立
金
の
運
用
に
関
し
て
、
厚
生
年
金
基
金
に
対
し
、
不
確
実
な
事
項

事
項
に
つ
い
て
断
定
的
判
断
を
提
供
し
、
又
は
確
実
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
る

に
つ
い
て
断
定
的
判
断
を
提
供
し
、
又
は
確
実
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
る
お
そ

お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
。

れ
の
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
。

十
五

運
用
財
産
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
投
資
一
任

十
五

運
用
財
産
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
投
資
一
任

契
約
に
基
づ
き
行
う
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項

契
約
に
基
づ
き
行
う
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
に
つ
い
て
権
利
者
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
に
つ
い
て
権
利
者
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
イ

及
び
同
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
信
託
会
社
等
（
信
託
会
社
又
は

及
び
同
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
信
託
会
社
等
（
信
託
会
社
又
は

(1)

(1)

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
同
項
第
一
号
に
お

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
同
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
へ
の
信
託
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
用
財
産
の
運
用

い
て
同
じ
。
）
へ
の
信
託
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
用
財
産
の
運
用

に
関
し
、
当
該
運
用
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
が
、
対
象
有
価
証
券
に
つ

に
関
し
、
当
該
運
用
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
が
、
対
象
有
価
証
券
に
つ

い
て
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
な
く
、
当
該
対
象
有
価
証
券
の
取
得

い
て
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
な
く
、
当
該
対
象
有
価
証
券
の
取
得

又
は
買
付
け
の
申
込
み
を
行
う
こ
と
。

又
は
買
付
け
の
申
込
み
を
行
う
こ
と
。

イ

当
該
信
託
会
社
等
が
当
該
対
象
有
価
証
券
の
真
正
な
価
額
を
知
る
た
め

イ

当
該
信
託
会
社
等
が
当
該
対
象
有
価
証
券
の
真
正
な
価
額
を
知
る
た
め
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に
必
要
な
措
置
と
し
て
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

に
必
要
な
措
置
と
し
て
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

当
該
信
託
会
社
等
が
、
当
該
対
象
有
価
証
券
の
価
額
に
つ
い
て
、
六

当
該
信
託
会
社
等
が
、
当
該
対
象
有
価
証
券
の
価
額
に
つ
い
て
、
六

(1)

(1)

月
（
権
利
者
が
存
続
厚
生
年
金
基
金
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
月

月
（
権
利
者
が
厚
生
年
金
基
金
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
月
）
に

）
に
一
回
以
上
、
当
該
価
額
の
算
出
を
行
う
者
か
ら
直
接
に
通
知
を
受

一
回
以
上
、
当
該
価
額
の
算
出
を
行
う
者
か
ら
直
接
に
通
知
を
受
け
る

け
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
運
用
報
告
書
の
交
付
）

（
運
用
報
告
書
の
交
付
）

第
百
三
十
四
条

（
略
）

第
百
三
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

対
象
期
間
は
、
六
月
（
権
利
者
（
投
資
一
任
契
約
の
相
手
方
に
限
る
。
）
が

３

対
象
期
間
は
、
六
月
（
権
利
者
（
投
資
一
任
契
約
の
相
手
方
に
限
る
。
）
が

存
続
厚
生
年
金
基
金
又
は
国
民
年
金
基
金
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
月
。

厚
生
年
金
基
金
又
は
国
民
年
金
基
金
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
月
。
第
五

第
五
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）


